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◆図面作成と機械学習
図面(モデルを含む)を作成する際に機械学習を利用できないだろうか。そのような漠然とした希望を持つ人もいるだろう。
例えば、経験の少ない人が図面を作成作する時、何も書かれていない空間のどこから作成を始めればよいのか戸惑うだろう。当然、そのような場合、経験豊富な人が教育や指導をしなければならない。
しかし、経験豊富な人が常にそばにいるとは限らない。また、経験豊富な人にも個人差がある。さらに経験豊富な人の人件費は高価である。
経験豊富な人に代えて、図面の作成方法、つまり書き方を教える書籍も利用できる。しかし、書籍には双方向性がない。機械学習を利用できれば、双方向かつリアルタイムで教育や指導ができ、生産性を向上できるのではないか。

◆学習データ
では、図面の作成方法をどのように機械学習すればよいのか。機械学習には膨大な量の学習データが必要である。
さて、CAD/BIMソフトにはUNDO(元に戻る)の機能がある。つまり、操作手順や操作内容の詳しいデータが保持されている。このデータはソフトを終了する際に削除されるが、これを収集することはできないか。
ソフトはライセンス認証のためにインターネットに接続されている。つまり、技術的にはインターネット経由で上記のデータをサーバーに収集できる。ソフトのユーザー数は少なくとも1万人、またソフトは日々使用される。例えば数年に渡ってこれらを収集すれば、学習データとして必要な量になるのではないか。
収集したデータあるいはそれを加工、例えば図面ごとに区分したデータを機械学習すれば、操作手順や操作内容の傾向が掴め、教育や指導に利用できるのではないか。

◆個人情報
図面の操作手順や操作内容のデータは個人情報に該当するかもしれない。個人情報に該当すれば、利用に制限を伴う。
危惧されるのは、データが分析されることにより、個人の作成効率、つまりスキルが評価されることである。例えば、作成されたデータが削除されれば、やり直しと見なされ、やり直しが多いとスキルが低いという評価がなされるおそれがある。やり直しの原因が個人にあれば正当な評価であっても、原因が設計変更などにあれば正当な評価とはいえない。やり直しの原因はデータからは判別できない。
しかし、図面の操作手順や操作内容のデータが生産性向上や技能伝承に寄与するのであれば、私的利益と公的利益の比較によって、個人情報であっても利用できるのではないか。当然、上記のような誤った利用は制限される必要がある。
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